
ライフサポートからのご案内 

 

 

 

 

夏のキャンペーン！昨年度も好評だったお掃除企画！ 

★水廻りの集中お掃除大作戦‼ 
 

(キッチン・洗面台・浴室・トイレ) 

                 カビが気になるこの季節に！ 
 

以外に力が必要で面倒な水廻りのお掃除 

この機会に一気にスッキリしませんか？ 

換気扇などその他の個所についてもご相談下さい 

ご利用料金 8,000 円（税込）*３時間以内 
 

           *ビジター様 9,500 円(税込) 
 

大好評ワンコインサポートも受付中！！ 
 

 ご利用例） 
 〇 病院のネット予約 〇家具の移動 〇電球交換 

 〇 スマホの使い方・アプリのダウンロード等 

 〇 粗大ゴミ搬出のお手伝いなどなど・・・ 

  些細な事でもまずはお気軽にご相談下さい  

  １回 ５５０円（税込）＊15 分以内のサポートが対象 

              ＊ビジター様 ７５０円(税込) 
 

さらに！ いざという時に備えに安心の防災リュック、 

夜間の防犯対策にセンサーライトを用意しておきませんか？ 

              
            ) 

                  
防災リュック 5,500 円 

                          センサーライト 9,500 円～(工賃込み) 

                           お気軽にご相談下さい！ 
 

備えて安心！ 
防災リュック 33 点セット 

夜間も安心センサーライ

好 評 で



  
 

 

日頃よりライフサポートをご活用頂き誠に有難うございます 

アップライブリーのライフサポートは、発足当初より介護保険では対応できない作業や、 

サポートを民間事業のサービスとして、ご利用頂いております。 

その上で、会員の皆様方の生活の充実と安心を、更にご提供・ご提案するべく 

ライフサポートの一環として訪問介護事業所「あっぷらいぶりーケアサービス」を 

開設する事となりました！ 

介護福祉士などの人員を増やし、皆様に多方面から「安心」を感じて頂ければと考えております 

23 年 8 月よりまず京田辺市から訪問介護事業を展開致します 

対応エリアに関しまして順次広げていく予定でございます 

皆様方により一層の安心を届けられるよう取り組んで参りますので 

今後のあっぷらいぶりーケアサービスをよろしくお願いいたします！ 

 

『あっぷらいぶりーケアサービス』からのご案内』 

訪問介護サービスを受けるには介護認定（手続き）が必要となります 

介護認定までの基本的な流れ 

 ★ステップ１ 申請 
自分で出すことも出来ますが、ご家族などに申請の代行を依頼する事もできます 

 ★ステップ２ 訪問調査 
 申請後、約 1 週間で市職員か担当者が自宅へ訪問します 

 ご本人・ご家族への聞き取りをメインに身体の状態や日常の様子などを調査します 

 ★ステップ 3 認定結果の通知 
申請後、約 1 か月で結果が自宅に郵送されます。 

結果には「非該当」「要支援 1・2」「要介護 1～５」のいずれかの要介護度が記されています 

             

               

あっぷらいぶりー ケアサービス 2023.8 



・要介護、要支援認定されると主に次のようなサービスが受けられます 

 

1 居宅介護支援 
 

  居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送る事が出来るよう、 

ケアマネージャーが利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを 

利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、 

事業者や関係機関との連絡・調整を行います。居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に 

偏ることがないよう、公正中立に行う事とされています。  

2 在宅介護サービス 
 在宅介護サービスとは、ご自宅で生活している高齢者が可能な限り自立した生活を送るために 

  利用する介護保険サービスの事です。利用できるのは要支援もしくは要介護認定を受けた 

  ご自宅で生活をされている方となります。 

〇 在宅介護サービスの種類 

訪問系の在宅介護サービス・・・訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、 

                居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護 

 通所系の在宅介護サービス・・・デイサービス(通所介護)、認知症対応型通所介護 

                通所リハビリテーション、療養通所介護 

 その他・・・・・・・・・・・・宿泊系の介護サービス、福祉用具のレンタル、販売など 

★ 訪問介護 

介護福祉士、介護職員初任者研修修了者など、資格をもったホームヘルパー(ケアスタッフ)が 

ご自宅を訪問し、身体に直接触れて介助を行う「身体介護」や家事などの「生活支援」を 

行う介護サービスです。 

 

 

  

 
その他にも施設介護サービス、福祉用具に関するサービス、住宅改修などのサービスが 

受ける事もできます。 

 

詳細につきましてはランチでミーティング内ではお伝えしきれないので 

『健康実録』の時間内で詳しく発信しております。上記以外の介護保険制度に 

つきましてもお伝えして参ります 

皆様のご参加お待ちしております！ 

 

あっぷらいぶりーケアサービスでは 

この訪問介護事業を行います！ 


